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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成３０年６月１８日（平成３０年（行情）諮問第２６５号） 

答申日：平成３１年３月１１日（平成３０年度（行情）答申第４７３号） 

事件名：特定課が保有する裁判結果報告の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「労災補償課が保有する裁判結果報告」（以下「本件請求文書」とい

う。）の開示請求につき，これを保有していないとして不開示とした決定

について諮問庁が，別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）

を開示請求の対象として特定すべきとしていることは，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，愛知労働局

長（以下「処分庁」という。）が，平成３０年３月６日付け愛労発基０３

０６第２１号により行った不開示決定（以下「原処分」という。）につい

て取り消しを求めるというものである。  

２ 審査請求の理由 

   審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，以下のとおりである。 

開示請求に係る行政文書を作成または取得している。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，平成３０年２月６日付けで，処分庁に対して，法３条

の規定に基づき，「労災補償課が保有する裁判結果報告」に係る開示請

求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が，原処分を行ったところ，審査請求人は，こ

れを不服として，同年３月１９日付け（同日受付）で本件審査請求を提

起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求については，新たに対象行政文書を特定した上で，法５条

１号及び６号ロに掲げる不開示情報を除き開示することが妥当である。 

３ 理由 

（１）本件対象行政文書の特定について 

本件審査請求に係る開示請求は，「労災補償課が保有する裁判結果報

告」に関して行われたものである。 
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（２）本件対象行政文書の保有について 

審査請求人が求める「労災補償課が保有する裁判結果報告」について，

処分庁は，当該請求に係る行政文書は作成，取得しておらず，これを保

有していないとして，法９条２項の規定に基づき不開示とした。 

「裁判結果」とは，一般的に，判決の内容を意味していると思われる

ところ，厚生労働省労働基準局が策定した労働基準局報告例規の「６ 

補償課関係」には，「補５０３ 労災保険に係る訴訟に関する報告」

（以下，「補５０３ 労災保険に係る訴訟に関する報告」又は「当該報

告」という。）が定められ，都道府県労働局長は厚生労働省労働基準局

長あて，労災保険に係る訴訟の経過を文書により報告することとされ，

「４．判決があったときは，判決書を添えて報告すること。」「５．判

決が確定したとき又は上訴したときは，早急にその旨報告すること。」

と記載されており，処分庁も当該報告により判決結果等の報告を行って

いることを確認した。 

したがって，当該報告のうち，判決結果の報告に係るものについては，

新たに本件対象行政文書として特定することが妥当であると判断した。 

（３）本件対象行政文書の不開示情報該当性について 

当該報告のうち，「事件の表示」，「相手方」，及び「経過要旨」に

ついては，他の情報と照合することにより，個人を特定できる情報であ

り，法５条１号に該当し，かつ，同号ただし書イからハまでのいずれに

も該当しないものであるため，不開示とし，また，「経過要旨」，「添

付資料」については，争訟等の対応方針等を公にすることにより，当事

者として認められるべき地位を不当に害するおそれのある情報であり，

同条６号ロに基づき不開示とすることが妥当である。 

４ 審査請求人の主張について 

   審査請求人は，審査請求書の中で，「開示請求に係る行政文書を作成ま

たは取得している。」として原処分の取消しを求めているが，対象行政文

書の保有については，上記３で説明したとおりである。 

５ 結論 

以上のとおり，原処分を取消し，新たに対象行政文書を特定した上で，

法５条１号及び６号ロに掲げる不開示情報を除き，開示することが妥当で

あるとして諮問する。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成３０年６月１８日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年７月５日      審議 

④ 平成３１年２月２０日  審議 
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⑤ 同年３月７日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は，「労災補償課が保有する裁判結果報告」（本件請求文

書）の開示を求めるものである。 

処分庁は，原処分において，文書不存在による不開示決定を行った。 

これに対し，審査請求人は，開示請求に係る行政文書を作成又は取得し

ているとして審査請求をしたところ，諮問庁は，別紙に掲げる文書（本件

対象文書）を新たに特定し，一部を開示するとしていることから，本件対

象文書の特定の妥当性について，以下，検討する。 

なお，諮問庁は，本件対象文書について，一部開示決定をすることが妥

当であるとし，その不開示部分の不開示理由についても説明するが，（ⅰ）

本件対象文書が約５０件の報告から成り，約７０件の判決書が含まれるな

ど，比較的文書量が多いこと，（ⅱ）原処分は不存在を理由とする不開示

決定であり，本件対象文書は，現時点においては，諮問庁が一部開示決定

の意向を示したにすぎず，審査請求人も諮問庁がどのような記載を不開示

とすべきとしているかを含め，文書自体を確認していない段階であること

などを勘案して，諮問庁が不開示とすべきとしている部分の不開示情報該

当性については，判断しないこととする。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）諮問庁は，本件対象文書を特定したことについて，理由説明書（上記

第３の３（２））において，おおむね以下のとおり説明する。 

ア 「裁判結果」とは，一般的に，判決の内容を意味していると思われ

るところ，厚生労働省労働基準局が策定した労働基準局報告例規の

「６ 補償課関係」には，「補５０３ 労災保険に係る訴訟に関する

報告」が定められ，都道府県労働局長は厚生労働省労働基準局長あて，

労災保険に係る訴訟の経過を文書により報告することとされ，「４．

判決があったときは，判決書を添えて報告すること。」「５．判決が

確定したとき又は上訴したときは，早急にその旨報告すること。」と

記載されており，処分庁も当該報告により判決結果等の報告を行って

いることを確認した。 

イ したがって，当該報告のうち，判決結果の報告に係るものについて

は，新たに本件対象文書として特定することが妥当であると判断した。 

ウ また，愛知労働局において，本件対象文書以外に，本件請求文書に

該当する文書は保有していない。 

（２）当審査会において，諮問庁から，労働基準局報告例規及び同例規に基

づく愛知労働局長から厚生労働省労働基準局長への判決結果の報告（平

成１９年度～平成２９年度）（本件対象文書）の提示を受け，確認した
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ところ，同例規には，諮問庁の説明のとおり，「補５０３ 労災保険に

係る訴訟に関する報告」が掲げられ，その報告についての説明は，「４．

判決があったときは，判決書を添えて報告すること。」及び「５．判決

が確定したとき又は上訴したときは，早急にその旨報告すること。」と

記載されていることが認められ，また，本件対象文書は，判決があった

とき等に，愛知労働局長から厚生労働省労働基準局長への報告文書やこ

れに添付された判決書等であることが認められた。 

また，当審査会事務局職員をして厚生労働省のウェブサイトに掲載さ

れている愛知労働局の標準文書保存期間基準を確認させたところ，労災

補償に関する判決書の保存期間は１０年とされていた。これについて当

審査会事務局職員をして諮問庁に対し詳細な説明を求めさせたところ，

諮問庁は，判決書が添付された報告文書の保存期間は，判決書の保存期

間に合わせて，１０年としていると説明する。 

本件対象文書は，労災補償に関する判決書が添付された報告文書であ

り，本件開示請求日の平成３０年２月６日時点のものとして，平成１９

年度に行った報告に係る報告文書から平成２９年度に行った報告に係る

報告文書まで掲げられており，判決書が添付された報告文書の保存期間

に対応しているものと認められる。 

以上のことから，本件対象文書を特定したことは妥当であり，本件対

象文書以外に本件請求文書に該当する文書は保有していないとする上記

（１）の諮問庁の説明は，法令等に基づくものであり，不自然，不合理

であるとは認められず，また，これを覆すに足りる事情も認められない。 

したがって，愛知労働局において本件対象文書の外に本件請求文書と

して特定すべき文書を保有しているとは認められず，諮問庁が，本件対

象文書を開示請求の対象として特定すべきとしていることは，妥当であ

る。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，これを保有していな

いとして不開示とした決定については，諮問庁が，本件請求文書に該当す

るものとして本件対象文書を開示請求の対象として特定すべきとしている

ことは，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別紙 

労働基準局報告例規に基づく愛知労働局長から厚生労働省労働基準局長へ

の判決結果の報告（平成１９年度～平成２９年度） 


